
安芸高田市告示第 20 号 

令和 8 年 3 月 24 日 

 

安芸高田市起業支援事業補助金交付要綱の全部を改正する告示を次のように定め

る。 

 

安芸高田市長 藤本 悦志 

 

安芸高田市起業支援事業補助金交付要綱 

 

安芸高田市起業支援事業補助金交付要綱(平成 28 年安芸高田市告示第 29 号)の

全部を改正する。 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の

発展に資することを目的とし、市内において新たに起業を行う者の起業に要する

経費に対し、予算の範囲内で安芸高田市起業支援事業補助金(以下「補助金」と

いう。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成 16 年安芸

高田市規則第 40 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。 

ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条

に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)により、新たに市内に

おいて事業を開始する場合 

イ 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、法人税法(昭和 40 年

法律第 34 号)第 148 条第 1 項に規定する内国普通法人等の設立の届出(以下

「法人設立届出書」という。)をし、市内において事業を開始する場合 

(2) 起業の日 開業届に記載の開業の日又は法人設立届出書に記載の事業開始

(見込み)年月日をいう。 



(3) 事業所 事業の用に供するために必要なサービス、商品等の生産・販売等

を目的として設置され、当該場所において継続して事業活動が行われる施設を

いう。 

(4) 設備備品 事業の用に供するために必要な機械、装置、又は器具をいう。 

(補助対象者等) 

第 3 条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市の認定

連携創業支援等事業者(産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)第 128 条第 2

項に規定する認定連携創業支援等事業者をいう。以下同じ。)が行う特定創業支

援等事業(同法第 2 条第 33 項に規定する特定創業支援等事業をいう。以下同

じ。)による支援を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 開業届又は法人設立届出書の「本店又は主たる事務所の所在地」に安芸高

田市を指定している者(予定を含む) 

(2) 市内に住所を有し、新たに市内で事業所を設置する者 

(3) 認定連携創業支援等事業者において起業相談を受け、事業の計画作成と実

施について支援を受けている者 

(4) 起業の日以後 3 年以上、事業継続する意思のある者 

(補助の対象外) 

第 4 条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助対象者とし

ない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122

号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を開始する者 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)

第 2 条第 2 号に規定する暴力団に関係する者 

(3) 市外に本店を有する事業者の支店等として起業する者 

(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者 

(5) 営業に関して必要な許認可を取得していない者。ただし、事業所整備後に

限り取得し得る許認可は除く。 

(6) 市税に滞納がある者 

(7) 補助対象業種一覧(別表第 1)に定める交付対象外の業種で起業する者 

(補助対象事業及び補助金の額) 



第 5 条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下

「補助対象経費」という。)は補助対象事業及び補助対象経費一覧(別表第 2)に

掲げるとおりとし、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付するものとす

る。ただし、補助対象経費には、消費税及び地方消費税を除くものとし、同一事

業により国、県又は他の団体の補助金の交付を受けている経費は対象外とする。 

2 補助金の額は、補助対象事業及び補助対象経費一覧(別表第 2)に掲げる補助対

象事業の区分に応じ算出した補助対象経費の合計額に 2 分の 1 を乗じて得た額

(その額に、1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)

とし、100 万円を限度とする。 

3 補助金の交付は、同一の者に対して 1 回限りとする。 

(交付申請等) 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高

田市起業支援事業補助金交付申請書(様式第 1 号)(以下「申請書」という。)に、

次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の写し(証明日から 1

年以内のものに限る) 

(2) 安芸高田市起業支援事業計画書(様式第 2 号) 

(3) 開業届又は法人設立届出書の写し。ただし、開業届又は法人設立届を未提

出の場合は、省略できるものとする。 

(4) 個人の場合は住民票の写し。法人の場合は法人登記事項証明書(全部事項

証明書)の写し。 

(5) 市税の納税証明書(滞納がない旨の証明) 

(6) 補助対象経費を証する書類の写し(見積書等で起業の日前 6 か月以内のも

のに限る。また、補助対象経費が工事を伴うものである場合においては、工事

着手前の状況が分かるもの。) 

(7) 営業許可証の写し(営業許可証が必要である事業の場合に限る。ただし、

事業所整備後に限り取得し得る許認可は省略できるものとする。) 

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

2 申請期間は、第 1 期目を 4 月 1 日から 6 月 15 日までとし、第 2 期目を 10 月 1

日から 11 月 15 日までとする。ただし、第 2 期目の申請期間は、予算上補助金

の交付が可能である場合に限り、設けるものとする。 



(申請内容の審査) 

第 7 条 市長は、前条の申請があったときは、安芸高田市附属機関設置条例(令和

6 年安芸高田市条例第 8 号)に規定する安芸高田市起業支援補助金審査委員会(以

下「審査委員会」という。)に諮問し、審査委員会が当該申請に係る審査及び選

考を行う。 

2 申請者は、審査委員会において、当該申請に係る補助対象事業について説明を

行うものとする。 

(交付決定) 

第 8 条 市長は、審査委員会から前条の審査及び選考の結果の報告を受け、補助

金の交付を決定したときは安芸高田市起業支援事業補助金交付決定通知書(様式

第 3 号)により、交付しないと決定したときは安芸高田市起業支援事業補助金不

交付決定通知書(様式第 4 号)により、申請者に通知するものとする。 

 (交付の条件) 

第 9 条 市長は、前条の交付決定に際し、次の条件を付することができるものと

する。 

(1) 次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

ア 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

イ 補助対象事業の完了前に廃業する場合 

(2) 補助対象経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、補助事業完了

後 3 年間保管し、市長から請求があったときは、速やかに提出すること。 

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」

という。)について、補助事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理す

るとともに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又

は担保に供してはならない。 

(4) 補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後 3 年間は取得財産を

処分してはならない。 

(5) 交付申請に際し、第 6 条第 1 項第 3 号及び同項第 7 号に規定する書類を省

略したときは、実績報告とともに提出すること。 

(申請内容の変更等) 

第 10 条 第 8 条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」と

いう。)は、補助対象事業の内容を変更するとき又は補助対象事業の 20 パーセ



ントを超える額の増減があるときは、安芸高田市起業支援事業補助金変更承認申

請書(様式第 5 号)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項に規定する安芸高田市起業支援事業補助金変更承認申請書の提出

があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、安芸

高田市起業支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第 6 号)により、補助事業

者に通知するものとする。ただし、補助金の額については、第 8 条により交付決

定した補助金の額を超えないものとする。 

3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行

が困難となったときは、市長に報告し、指示を受けなければならない。 

(申請の取下げ) 

第 11 条 補助事業者は、事業を中止し、又は補助金の交付申請を取下げするとき

は、安芸高田市起業支援事業補助金取下げ申請書(様式第 7 号)を市長に提出し

なければならない。 

2 市長は、前項に規定する安芸高田市起業支援事業補助金取下げ申請書の提出が

あったときは、補助金の交付決定を取り消し、安芸高田市起業支援事業補助金取

消決定通知書(様式第 8 号)により、補助事業者に通知するものとする。 

(着手届) 

第 12 条 補助事業者は、補助対象事業を開始するときは、安芸高田市起業支援事

業補助金補助対象事業着手届（様式第 9 号）を市長に提出しなければならない。 

(実績報告) 

第 13 条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときには、安芸高田市起業支援

事業補助金実績報告書(様式第 10 号)に次に掲げる書類を添え、補助対象事業の

完了した日から 20 日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の 3 月 31 日ま

での、いずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。 

(1) 安芸高田市起業支援事業報告書(様式第 11 号) 

(2) 第 6 条第 1 項第 3 号ただし書で交付申請した場合、開業届の写し又は法人

設立届の写し及び法人登記事項証明書(全部事項証明書)の写し 

(3) 第 6 条第 1 項第 7 号ただし書で交付申請した場合、営業許可証の写し 

(4) 領収書・契約書の写し又は支払を証明する書類 

(5) 事業の実施状況が確認できる成果物(写真等) 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



2 補助事業者は、補助対象事業の完了後 3 年間は事業継続状況を報告するため安

芸高田市起業支援事業継続状況報告書(様式第 12 号)に、確定申告書等を添付し

て会計年度終了後 60 日以内に提出しなければならない。 

(補助金の額の確定) 

第 14 条 市長は、前条第 1 項の規定による実績報告書の提出があったときは、内

容の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付する補助

金の額を確定し、安芸高田市起業支援事業補助金確定通知書(様式第 13 号)によ

り補助事業者に通知するものとする。 

(交付の請求) 

第 15 条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けよう

とするときは、安芸高田市起業支援事業補助金交付請求書(様式第 14 号)を市長

に提出しなければならない。 

(交付の特例) 

第 16 条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、安芸高田市起

業支援事業補助金(概算払)交付請求書(様式第 15 号)を市長に提出しなければな

らない。 

(決定の取消し) 

第 17 条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽又は不正により、補助金の交付を受けたとき。 

(2) 交付の決定を受けた補助対象事業以外に補助金を使用したとき。 

(3) 交付の決定を受けた補助対象事業を中止したとき。 

(4) 補助金の確定後 3 年以内に事業を廃止又は変更したとき。 

(5) 許可なく 3 月以上の休業があったとき。 

(6) 許可なく取得した財産の処分を行ったとき。 

(7) この要綱の規定に違反したとき。 

(補助金の返還) 

第 18 条 市長は、第 11 条第 2 項又は前条の規定により交付の決定の全部又は一

部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が

交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 



2 市長は、第 14 条の規定による補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるもの

とする。 

(その他) 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示による改正後の規定は、令和 8 年度以後に申請のあった補助金につい

て適用し、令和 7 年度以前に申請のあった補助金については、なお従前の例によ

る。 

 (失効) 

3 この告示は、令和 12 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に

おいて補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この告示の失効後もなおその

効力を有する。 
























































